
日時：２０１６年５
場所：弁護士会

入場無料
事前申込不要
定員２５０名［先着順］

個人通報制度とは，条約により認め
約機関に対し直接に申し立てることに
権保障のために，非常に重要な制度で

日本は，未だ個人通報制度を受け入
保障状況 改善 ため は個人通報制保障状況の改善のためには個人通報制
度の早期実現を目指し，市民集会を開

個人通報制度に馴染みのない方も大
同制度を御理解いただける内容となっ
い。皆様の御参加をお待ちしておりま

[基調報告]

田島 義久弁護士

プログラム（予定）

田島 義久弁護士
（日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会

[事例報告]「メルボルン事件について」

田中 俊弁護士（メルボルン事件弁護団事

※メルボルン事件：日本人が初めて個人通報制度を

[パネルディスカッション][ ネルディ ]

パネリスト

棟居 快行氏（専修大学大学院法務研究科

阿部 浩己氏（神奈川大学大学院法務研究

成見 暁子弁護士（遺族年金男女差別違憲

コ ディネ タコーディネーター

菅 充行弁護士
（日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会委員

石田 真美弁護士
（日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会副委

主催 日本弁護士連合会

共催 関東弁護士会連合会，東京弁護士会，第

【お問い合わせ先】日本弁護士連合会企画部

５月１８日（水）午後６時～午後８時
会館２階 講堂「クレオ」Ａ

められた権利の侵害を主張する人が，条
より，その救済を図る制度であり，人
す。

れておりません。しかし，国内の人権
制度 実現が重要 す そ 今回 制制度の実現が重要です。そこで今回，制
催いたします。

勢いらっしゃると思いますが，十分に
ておりますので，奮って御参加くださ
す。

[交通アクセス]

東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館２階

交通アクセス

会事務局長）

務局長）

を活用した事件

◆地下鉄丸ノ内線･日比谷線･
千代田線霞ヶ関駅（Ｂ1-b出
口）から徒歩１分
◆地下鉄有楽町線桜田門駅
（５番出口）から徒歩８分
◆地下鉄日比谷線･千代田線･
都営三田線日比谷駅（Ａ14･Ａ

科教授）

究科教授）

憲訴訟弁護団）

都営三田線日比谷駅（Ａ14･Ａ
10出口）から徒歩１０分
◆ＪＲ山手線・京浜東北線
有楽町駅から徒歩１５分

員長）

委員長）

第一東京弁護士会，第二東京弁護士会
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